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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

回次
第82期

第１四半期
連結累計期間

第83期
第１四半期
連結累計期間

第82期

会計期間
自 2020年４月１日
至 2020年６月30日

自 2021年４月１日
至 2021年６月30日

自 2020年４月１日
至 2021年３月31日

売上高 (千円) 10,507,133 9,413,823 44,366,649

経常利益 (千円) 269,724 277,652 848,392

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益

(千円) 163,181 158,495 1,291,701

四半期包括利益又は包括利益 (千円) 335,201 359 1,843,379

純資産額 (千円) 8,791,017 10,048,895 10,239,560

総資産額 (千円) 29,927,262 29,000,118 28,661,752

１株当たり四半期(当期)純利益 (円) 18.33 18.06 145.25

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益

(円) ― ― ―

自己資本比率 (％) 26.6 31.5 32.5

(注) １ 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２ 潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。

３ 「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を当第１四半期連結会計期間の

期首から適用しており、当第１四半期連結累計期間に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を

適用した後の指標等となっております。

２ 【事業の内容】

当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また、主要な関係会社に異動はありません。

なお、当第１四半期連結会計期間より、報告セグメントの変更等を行っております。詳細は、「第４ １．四半期

連結財務諸表 注記事項（セグメント情報等）」に記載のとおりです。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第１四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、

経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識し

ている主要なリスクの発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更は

ありません。

なお、重要事象等は存在しておりません。

２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものです。

なお、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」とい

う。）等を当第１四半期連結会計期間の期首から適用しているため、以下の経営成績に関する説明の売上高について

は、前年同期比（％）を記載せずに説明しております。これによる売上高の減少額は６億４百万円でした。

(1) 財政状態及び経営成績の状況

　当第１四半期連結累計期間のわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の影響により依然として厳しい状況で推移

いたしました。設備投資や輸入に持ち直しの動きが見られるものの、個人消費に弱い動きが見られ、先行き不透明な

状況が続いております。食品業界におきましては、外食需要の低迷など依然として厳しい経営環境が続きました。

　このような状況のなか、当社グループは、昨年４月に策定した「新中期経営計画＜挑戦＞challenge2022」 (2021年

３月期～2022年３月期)を実行中です。本計画の基本方針である「成長投資の推進」「事業ポートフォリオの検討」

「財務健全性の強化」「コーポレートガバナンスの強化」に沿った諸施策により、経営資源の選択と集中による構造

改革を進めて収益基盤の改善を図るとともに、安定的な利益確保に向けた構造強化を図り、持続的な事業発展を目指

しております。

　当第１四半期連結累計期間の売上高は、養魚用飼料の販売数量が増加したものの、豚肉および魚肉ねり製品の販売

数量が減少したことにより、94億13百万円（前年同期は105億７百万円）となりました。損益面におきましては、売上

減少もあり営業利益は１億76百万円（前年同期比7.8％減少）、営業外収支の改善により経常利益は２億77百万円（前

年同期比2.9％増加）、税金費用の増加等により親会社株主に帰属する四半期純利益は１億58百万円（前年同期比2.9

％減少）となりました。

セグメントごとの経営成績は、次のとおりです。

なお、当第１四半期連結会計期間より、報告セグメントの変更等を行っており、当第１四半期連結累計期間の比

較・分析は、変更後の報告セグメントに基づいております。

①機能・食品事業

　機能性食品素材の輸出増加があったものの、巣ごもり需要がやや落ち着いたことにより魚肉ねり製品の販売数量は

前年同期よりも減少しました。肉類におきましては、豚肉の量販店向けの販売数量が前年同期よりも減少しました。

　なお、収益認識に関する会計基準等を適用したことによる売上高の減少額は、２億10百万円でした。

　これらにより、売上高は51億18百万円（前年同期は59億98百万円）となり、前期を下回る結果となりました。損益

面におきましては、機能性食品素材の売上増加などもありセグメント利益（営業利益）は96百万円（前年同期比43.2

％増加）となりました。
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②飼料事業

　飼料事業におきましては、養魚用飼料の輸出が好調に推移したことから販売数量が増加したものの、水産物の取り

扱い量は減少いたしました。

　なお、収益認識に関する会計基準等を適用したことによる売上高の減少額は、３億93百万円でした。

　これらにより、売上高は37億24百万円（前年同期は39億38百万円）となり、前期を下回る結果となりました。セグ

メント利益（営業利益）は２億61百万円（前年同期比1.2%減少）となりました。

③その他

　その他の売上高は５億70百万円（前年同期は５億69百万円）、セグメント利益（営業利益）は58百万円（前年同期

比31.0％減少）となりました。

　当第１四半期連結会計期間末における資産合計は290億円となり、前連結会計年度末に比べ３億38百万円増加しまし

た。流動資産の増加（前連結会計年度末比３億72百万円増加）は、主に現金及び預金が６億44百万円減少したものの、

受取手形及び売掛金が５億９百万円、商品及び製品が２億65百万円増加したことなどによるものであり、固定資産の

減少（前連結会計年度末比34百万円減少）は、主に有形固定資産が１億18百万円増加したものの、投資有価証券が２

億71百万円減少したことなどによるものです。

　当第１四半期連結会計期間末における負債合計は189億51百万円となり、前連結会計年度末に比べ５億29百万円増加

しました。流動負債の増加（前連結会計年度末比５億57百万円増加）は、主にその他に含まれる未払金が３億８百万

円減少したものの、買掛金が４億52百万円、短期借入金が５億26百万円増加したことなどによるものであり、固定負

債の減少（前連結会計年度末比28百万円減少）は、主にその他に含まれるリース債務が１億82百万円増加したものの、

長期借入金が２億11百万円減少したことなどによるものです。

　当第１四半期連結会計期間末における純資産合計は100億48百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億90百万円減

少しました。これは主にその他有価証券評価差額金が１億77百万円減少したことなどによるものです。この結果、自

己資本比率は31.5％となりました。

(2) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

当第１四半期連結累計期間において、当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な

変更及び新たに生じた問題はありません。

(3) 研究開発活動

当第１四半期連結累計期間の研究開発費の総額は１億円です。

なお、当第１四半期連結累計期間において当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

３ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 20,000,000

計 20,000,000

② 【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末

現在発行数(株)
(2021年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(2021年８月13日)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 8,910,000 8,910,000
東京証券取引所
（市場第一部）

単元株式数は100株です。

計 8,910,000 8,910,000 ― ―

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

　該当事項はありません。

② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

2021年４月１日～
2021年６月30日

― 8,910 ― 3,415,020 ― ―

(5) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(6) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載する

ことができないことから、直前の基準日である2021年３月31日の株主名簿により記載しております。

① 【発行済株式】

2021年６月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)
普通株式 99,400

― ―

(相互保有株式)
普通株式 1,000

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 8,795,900 87,958 ―

単元未満株式 普通株式 13,700 ― 1単元(100株)未満の株式

発行済株式総数 8,910,000 ― ―

総株主の議決権 ― 87,958 ―

(注) １ 「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式400株（議決権４個）が含まれており
ます。

２ 「完全議決権株式(その他)」の欄には、株主名簿上は当社名義ですが、実質的に所有していない株式100株
が含まれております。なお、当該株式については、議決権の数には含まれておりません。

３ 「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式95株が含まれております。

② 【自己株式等】

2021年６月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式総数
に対する所有

株式数の割合(％)

(自己保有株式)

林兼産業株式会社
山口県下関市大和町二丁目
４番８号

99,400 ― 99,400 1.11

(相互保有株式)

株式会社みなと
山口県下関市大和町一丁目
12番６号

1,000 ― 1,000 0.01

計 ― 100,400 ― 100,400 1.12

(注) 上記のほか、株主名簿上は当社名義ですが、実質的に所有していない株式100株があります。なお、当該株式は

①［発行済株式］の「完全議決権株式（その他）」の欄の普通株式に含まれております。

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令

第64号)に基づいて作成しております。

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間(2021年４月１日から2021年

６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(2021年４月１日から2021年６月30日まで)に係る四半期連結財務諸表につ

いて、清稜監査法人による四半期レビューを受けております。
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１ 【四半期連結財務諸表】
(1) 【四半期連結貸借対照表】

(単位：千円)

前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2021年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,466,245 1,821,947

受取手形及び売掛金 4,927,489 5,436,582

商品及び製品 2,211,333 2,477,043

仕掛品 1,716,558 1,716,040

原材料及び貯蔵品 1,949,208 1,994,823

その他 405,123 609,466

貸倒引当金 △42,442 △49,423

流動資産合計 13,633,516 14,006,479

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物(純額) 3,125,457 3,084,696

土地 4,199,911 4,199,911

その他(純額) 3,112,338 3,271,454

有形固定資産合計 10,437,707 10,556,062

無形固定資産 14,822 17,627

投資その他の資産

投資有価証券 3,655,811 3,384,447

その他 1,988,838 2,098,246

貸倒引当金 △1,068,943 △1,062,744

投資その他の資産合計 4,575,706 4,419,948

固定資産合計 15,028,236 14,993,638

資産合計 28,661,752 29,000,118

負債の部

流動負債

買掛金 2,319,721 2,772,676

短期借入金 7,165,258 7,692,067

未払法人税等 358,689 126,030

賞与引当金 285,719 468,221

環境対策引当金 7,478 7,478

資産除去債務 5,235 5,234

その他 2,008,707 1,636,888

流動負債合計 12,150,810 12,708,595

固定負債

長期借入金 2,058,058 1,846,177

退職給付に係る負債 1,980,556 2,001,575

資産除去債務 111,549 111,508

その他 2,121,217 2,283,366

固定負債合計 6,271,381 6,242,627

負債合計 18,422,191 18,951,222
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2021年６月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 3,415,020 3,415,020

資本剰余金 8,971 8,971

利益剰余金 4,966,590 4,976,752

自己株式 △66,979 △97,360

株主資本合計 8,323,602 8,303,383

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 978,115 800,765

繰延ヘッジ損益 3,780 3,935

退職給付に係る調整累計額 22,945 23,113

その他の包括利益累計額合計 1,004,841 827,814

非支配株主持分 911,116 917,697

純資産合計 10,239,560 10,048,895

負債純資産合計 28,661,752 29,000,118
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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間

(自 2020年４月１日
　至 2020年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
　至 2021年６月30日)

売上高 10,507,133 9,413,823

売上原価 8,893,528 7,988,270

売上総利益 1,613,604 1,425,552

販売費及び一般管理費 1,422,537 1,249,339

営業利益 191,066 176,212

営業外収益

受取配当金 53,169 69,457

その他 63,090 69,661

営業外収益合計 116,260 139,119

営業外費用

支払利息 36,076 32,170

その他 1,525 5,508

営業外費用合計 37,601 37,679

経常利益 269,724 277,652

特別利益

国庫補助金 24,724 ―

特別利益合計 24,724 ―

特別損失

固定資産除却損 727 785

固定資産圧縮損 23,979 ―

減損損失 18,179 ―

特別損失合計 42,886 785

税金等調整前四半期純利益 251,563 276,866

法人税、住民税及び事業税 103,213 126,238

法人税等調整額 △40,248 △41,194

法人税等合計 62,964 85,043

四半期純利益 188,598 191,823

非支配株主に帰属する四半期純利益 25,416 33,328

親会社株主に帰属する四半期純利益 163,181 158,495
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【四半期連結包括利益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間

(自 2020年４月１日
　至 2020年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
　至 2021年６月30日)

四半期純利益 188,598 191,823

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 144,599 △191,793

繰延ヘッジ損益 10 154

退職給付に係る調整額 1,978 167

持分法適用会社に対する持分相当額 14 6

その他の包括利益合計 146,603 △191,464

四半期包括利益 335,201 359

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 304,676 △18,531

非支配株主に係る四半期包括利益 30,525 18,891
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【注記事項】

(会計方針の変更等)

１.収益認識に関する会計基準の適用

　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」という。）

等を、当第１四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当

該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。

　収益認識会計基準の適用による変更点は以下のとおりです。

(1)変動対価及び顧客に支払われる対価

　売上リベート等について、従来は販売費及び一般管理費として処理する方法によっておりましたが、取引価格か

ら減額する方法に変更しております。

　また、従来は金額確定時に認識しておりましたが、取引の対価の変動部分の額を見積り、認識した収益の著しい

減額が発生しない可能性が高い部分に限り取引価格に含める方法に変更しております。

(2)有償支給取引

　有償支給取引について、従来は、支給品の譲渡に係る収益を認識しておりましたが、当該収益を認識しない方法

に変更しております。

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従ってお

り、当第１四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当第１四半

期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。

　この結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は604,403千円、売上原価が428,364千円、販売費及び一般管理費

が176,245千円それぞれ減少しておりますが、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽

微です。また、利益剰余金の期首残高は16,175千円減少しております。

　なお、「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号 2020年３月31日）第28-15項に定める経過的

な取扱いに従って、前第１四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しており

ません。

２.時価の算定に関する会計基準の適用

　「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい

う。）等を当第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基

準」（企業会計基準第10号 2019年７月４日）第44－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等

が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与える影

響はありません。

(追加情報)

（連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用）

　当社及び一部の国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和２年法律第８号)において創設

されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項

目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務

対応報告第39号 2020年３月31日）第３項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会

計基準適用指針第28号 2018年２月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額につい

て、改正前の税法の規定に基づいております。

（新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積り）

　前連結会計年度の有価証券報告書の（追加情報）に記載した新型コロナウイルス感染症の今後の広がり方や収

束時期等を含む仮定について重要な変更はありません。
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(四半期連結貸借対照表関係)

　保証債務

連結会社以外の会社の金融機関からの借入に対して、債務保証を行っております。

前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2021年６月30日)

小豆屋水産株式会社 100,000千円 小豆屋水産株式会社 100,000千円

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四

半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりです。

前第１四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年６月30日)

減価償却費 209,162千円 207,126千円

(株主資本等関係)

前第１四半期連結累計期間(自 2020年４月１日 至 2020年６月30日)

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2020年６月25日
定時株主総会

普通株式 133,546 15.00 2020年３月31日 2020年６月26日 利益剰余金

２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末日

後となるもの

該当事項はありません。

当第１四半期連結累計期間(自 2021年４月１日 至 2021年６月30日)

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2021年６月28日
定時株主総会

普通株式 132,157 15.00 2021年３月31日 2021年６月29日 利益剰余金

２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末日

後となるもの

該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間(自 2020年４月１日 至 2020年６月30日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：千円)

報告セグメント
その他

（注)
合計

機能・食品

事業

飼料

事業
計

売上高

外部顧客への売上高 5,998,988 3,938,494 9,937,482 569,650 10,507,133

セグメント間の内部売上高

又は振替高
746 392,112 392,858 139,892 532,750

計 5,999,734 4,330,606 10,330,341 709,542 11,039,884

セグメント利益 67,472 264,917 332,389 85,122 417,512

(注) 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産事業、情報処理事業及び冷蔵

倉庫事業を含んでおります。

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

(差異調整に関する事項)

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 332,389

「その他」の区分の利益 85,122

セグメント間取引消去 1,748

全社費用(注) △228,194

四半期連結損益計算書の営業利益 191,066

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費です。

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　報告セグメントに帰属しない全社資産において、固定資産の減損損失を計上しております。なお、当該減損損失

の計上額は、当第１四半期連結累計期間においては18,179千円です。
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Ⅱ 当第１四半期連結累計期間(自 2021年４月１日 至 2021年６月30日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：千円)

報告セグメント
その他

（注)
合計

機能・食品

事業

飼料

事業
計

売上高

外部顧客への売上高 5,118,805 3,724,719 8,843,524 570,298 9,413,823

セグメント間の内部売上高

又は振替高
901 418,079 418,980 140,716 559,697

計 5,119,706 4,142,799 9,262,505 711,015 9,973,520

セグメント利益 96,614 261,811 358,425 58,769 417,194

(注) 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産事業、情報処理事業及び冷蔵

倉庫事業を含んでおります。

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

(差異調整に関する事項)

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 358,425

「その他」の区分の利益 58,769

セグメント間取引消去 △1,750

全社費用(注) △239,231

四半期連結損益計算書の営業利益 176,212

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費です。

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　該当事項はありません。

４．報告セグメントの変更等に関する事項

(1)報告セグメントの変更

　当第１四半期連結会計期間より、従来「水産・機能食品事業」及び「畜産食品事業」としていた報告セグメント

を「機能・食品事業」に集約しております。

　当社は、人口減少や高齢化等によりこれまで食品産業が基盤としてきた国内市場の縮小が見込まれることから、

管理・企画開発業務の効率化によるコスト削減、人材・資産の有効活用、意思決定の迅速化を図ることを目的とし

て、「水産・機能食品事業部」と「畜産食品事業部」を統合し「機能・食品事業部」とする組織変更を2021年４月

１日付で行っており、セグメントを集約する事がより経営管理体制の実態を反映すると判断したことによるもので

す。

　なお、前第１四半期連結累計期間のセグメント情報は、変更後の報告セグメントの区分に基づき作成したものを

記載しております。

(2)収益認識会計基準等の適用

　会計方針の変更に記載のとおり、当第１四半期連結会計期間の期首から収益認識会計基準等を適用し、収益認識

に関する会計処理方法を変更したため、事業セグメントの利益又は損失の算定方法を同様に変更しております。

　この変更により、従来の方法に比べて、当第１四半期連結累計期間の「機能・食品事業」の売上高は210,524千円

減少、セグメント利益は369千円増加し、「飼料事業」の売上高は393,878千円減少、セグメント利益は163千円減少

しております。
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(収益認識関係)

顧客との契約から生じる収益を分解した情報

当第１四半期連結累計期間（自 2021年４月１日 至 2021年６月30日）

(単位：千円)

報告セグメント
その他
(注)

合計
機能・食品

事業
飼料事業 計

機能性食品素材 163,084 ― 163,084 ― 163,084

加工品 2,738,560 ― 2,738,560 ― 2,738,560

肉類 2,217,160 ― 2,217,160 ― 2,217,160

配合飼料 ― 3,429,041 3,429,041 ― 3,429,041

水産物 ― 295,678 295,678 ― 295,678

その他 ― ― ― 559,733 559,733

顧客との契約から生じる収益 5,118,805 3,724,719 8,843,524 559,733 9,403,258

その他の収益 ― ― ― 10,564 10,564

外部顧客への売上高 5,118,805 3,724,719 8,843,524 570,298 9,413,823

(注) 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産事業、情報処理事業及び冷蔵倉

庫事業を含んでおります。

(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりです。

項目
前第１四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年６月30日)

１株当たり四半期純利益 18円33銭 18円06銭

(算定上の基礎)

親会社株主に帰属する四半期純利益(千円) 163,181 158,495

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る親会社株主に帰属する
四半期純利益(千円)

163,181 158,495

普通株式の期中平均株式数(千株) 8,902 8,775

(注) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

　



独立監査人の四半期レビュー報告書

2021年８月13日

林兼産業株式会社

取締役会 御中

清稜監査法人

大阪事務所

代表社員
業務執行社員

公認会計士 石 井 和 也 印

業務執行社員 公認会計士 岸 田 忠 郎 印

業務執行社員 公認会計士 夘 野 貴 志 印

監査人の結論

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている林兼産業株式会

社の2021年４月１日から2022年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（2021年４月１日から2021年６

月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（2021年４月１日から2021年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表、す

なわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビュー

を行った。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、林兼産業株式会社及び連結子会社の2021年６月30日現在の財政状

態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重

要な点において認められなかった。

監査人の結論の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責

任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立

しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠

を入手したと判断している。

四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが

適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて

継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。

　



四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半

期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通

じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュ

ー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施さ

れる年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認

められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当

と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないか

どうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書におい

て四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注記事項

が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査

人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企

業として存続できなくなる可能性がある。

・ 四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作

成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結財

務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じ

させる事項が認められないかどうかを評価する。

・ 四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監

査人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監

査人の結論に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要

な発見事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、

並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー

ドを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以 上

（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。

　



【表紙】

【提出書類】 確認書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の８第１項

【提出先】 中国財務局長

【提出日】 2021年８月13日

【会社名】 林兼産業株式会社

【英訳名】 Hayashikane Sangyo Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 取締役社長 中部 哲二

【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。

【本店の所在の場所】 山口県下関市大和町二丁目４番８号

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

　



１ 【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】

当社取締役社長 中部 哲二は、当社の第83期第１四半期（自 2021年４月１日 至 2021年６月30日）の四半期報

告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認いたしました。

　

２ 【特記事項】

確認に当たり、特記すべき事項はありません。

　


